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10. 経済学におけるコンヴァンシオン的存

在の取り扱いについて 

 結論を述べる前に、本稿で描かれた分析枠組み

において我々が理解しようとしてきた多様な対象

について、経済学文献のなかに位置づけようと思

う。我々はとりわけ、米国の新古典派の研究に言

及し、こうした潮流の代表者でさえ、我々の考察

の中心をなすいくつかの対象について新たな精緻

化を提案するように促されていることを示す。比

較することで、我々は特定の制度論的伝統を引き

つぐ研究者たちの、アプリオリに分岐するアプロ

ーチを示そう。これらは当初から制度という事実

に特権的な場所を与えるのである。 
 それは、20年前から開始され、今日フランスで

もよく知られている、「投資」概念の適用の方法論

的拡張の企図である。ベッカー(Becker, 1964)の研

究に促されて、こうした企図は別の学問（心理学

や社会学、政治学など）により扱われている行為

全体を、経済分析に導入することを目的とし、こ

うした行為が、（これらの活動に関与する個人が没

頭する）費用と便益の体系的計算により統治され

ていることを示す。すなわち出産数、教育、職業 
活動、政治的行為、結婚、差別、犯罪などである。

こうしたアプローチの最も煽動的な側面は、おそ

らく、貨幣取引が、全くないとは言わないまでも、

まれにしか支配的とは考えられないような状況全

体を、市場的な定式化においたことである。我々

の観点からは、検討するに当たって最も興味深い

要素は、資本概念の拡大された使用法である。結

局、アクターはその死去に際して、自ら経済計算

を最適化することを望んでいるので、ベッカーは、

投資の観点から、個人の特定の活動（教育のよう

な）を概念化するように促され、時間的に繰り延

べられた支出（そこから、後の収益を期待する）

という通常の定義を採用する。もちろん研究者の

実際の計算（当事者のそれである、と想定される）

は、貨幣的等価物（非貨幣的実践に適用されると、

ラディカルな「変容」をもたらす）を要求する。

この点はしばしば攻撃されてきた。かくして

Goodeは、ベッカー以前に、「威厳や力、脅威、愛、

感情が、どのように蓄積され、配分され、もしく

は失われるかについて研究する」ことを企図して

きた(Goode, 1974)。Goodeは、ベッカーがその結

婚の理論(Becker, 1973,1974)において、非貨幣的

な変数を「貨幣化し」、市場の変数と市場外での変

数とを一緒くたにしたことを批判する。貨幣的変

数と非貨幣的変数との結合を批判するだけでは不

十分なように思われる（こうした単純な対立を超

えて、等値化の様々な形態の状態と、「資本」とし

て扱うのが正当化できることとについて検討する
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ことなしに）。結局、ベッカーと、彼の追随者たち

のアプローチはますます、所得と相関した、統計

的に観察可能な、あらゆる個人の特性（通常、「説

明変数」として扱われる）を、過去の「投資」に

由来する新しい種類の「資本」の一つの指標とし

て検討するように促すのである。 
 前節で我々が指摘したように、（資本の）こうし

た指標は、それが統計的な変数の中から選ばれて

いた以上、国家の形態である可能性は大いにある

のは明らかである。われわれは、これらの変数の

いくつか（学歴資格のような）は、持続的な慣行

的形態へと、また（我々がそれを提示したような、

拡大された定義での投資に由来する）一般的妥当

性へと同一視され得る。しかし有効な慣行的形態

のすべてが、こうした国家の形態の特徴を有して

いるわけではない。使用されているたいていの定

式化によってと同様、人的資本の観点からの定式

化によって押しつぶされるのが、それぞれの間の

相違なのである。ところがこれらの相違は、一つ

の形態から別の形態に移行するために必要な変容

コストもしくは移行不可能性を判断するのに貢献

するに違いない 49)。正当にも Albert Hirschman
が強調していたように、社会的アレンジメントの

多くは、ある程度まで、こうした平準化を防止す

ることに向けられているのだからなおさらである

(Hirschman 1982,p.20)。同等なものを作るための

資金がなければ、国家形態と同様、標準時間に依

拠する手続きに着手できない。（第 3 節で投資の

費用について、また第4節でテーラー的機械にお

ける収益について、我々が喚起させた）こうした

時間の形態は、家内的結合（もしくは人的資本の

理論が適用されると主張するような、感情や情熱

を刻印された結合）によって規定される状況にお

いては使用可能ではない。 
 古典派ないし新古典派経済学理論において制度

的事物の位置づけは、しばしば副次的である。と

いうのも規制や職能組合が、自然に反した特権を

生み出すと疑われてきたような世界を告発するた

めに、これらの理論が構築されてきたからである。

個人的利益への依拠のみによって刺激される市場

の機能は、国家介入の削減を想定し、政治や法律

に対する経済の自律性を構築することを可能とさ

せる。こうした枠組みにおいて国家に割り当てら

れる役割は古典的には外部からの社会の防衛であ

り、裁判と公共事業実現である。後者の二つの点

は、最も多くの発展を生み出しており、通常、市

場の中心的装置の良好な作用と関連づけられてい

る。すなわち裁判は、取引に必要な所有権を打ち

立て、保証しなければならない。また国家は不可

分な公共財を生産し、管理しなければならず、税

金や補助金により、外部性（市場の機能不全が生

み出すような）を補償しなければならない。補足

的に、またつねに同じ視点から、国家の過剰な発

展の非効率性について、官僚制の肥大の原因（独

占的地位の存在や圧力集団の影響、需要コントロ

ール、官僚や政治家による予算最大化の行為に帰

せられる）についての膨大な文献が存在する。こ

うした文献は我々の論点にとってほとんど役立た

ない。というのもそれは、極めてオーソドックス

な市場枠組みへと、こうした枠組みには場違いな

事物を縮減させるからであり、このことは慣行的

形態のより広範な範囲を検討することを妨げ、（こ

うした形態の確立をもたらす）手続きを研究する

ことを妨げるのである。 
 我々の観点から、より興味深いアプローチにお

いて、その他の著者たちが制度の製造を説明しよ

うとするのは、個人的利害のモデルの内部に止ま

ろうとすることによってである。この点において、

彼らはKarl Mengerの原則に依拠する。彼は、集

団的意志への依拠を全く排除することで、これら

の制度、とりわけ貨幣制度の起源と、一般利害へ

のその適応を説明することを提案した(1892)。最

もオーソドックスな内生化は所有権のそれであり、

これは古典派理論と法律との間の標準的な結節点

の希な一つである。こうして、所有権の定義の欠

如によって、外部性の通常の説明を補完するため

に、（こうした欠如の理由の問題をそのたままにし

ておく説明であるが）、特定の著者たちは経済分析

を、こうした特別な所有権の確立へと拡張させよ

うとし(“the cost of enforcing a property right”, 
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Demsetz, 1967)、もしくは国家一般の分析にまで

(Buchanan, 1975, Nozick, 1975)、さらには権利

と法律(Posner, 1980, 1981)の政治制度の歴史

(North and Thomas, 1973)にまで拡張させようと

した 50）。こうした運動は新古典派制度経済学とし

て描き出すことができた(Field, 1981)。こうした

文献はしばしば、（それが包括しようとする）広範

な現象に照らして、説明メカニズムに限界がある

ために、単純すぎる。こうしてNorth and Thomas
は、人口の進化（外生的変数）から、土地と労働

の相対価格によって、欧州経済史と政治制度との

進化の800年を説明しなければならなかったので

ある。それがどのようなものであろうと、経済学

と政治（倫理）哲学との間でのこうした戦線は、

アングロサクソン諸国で積極的であり（Rawls, 
1971 を巡る議論を想起しよう）、とりわけ功利主

義的伝統に属する論者たち（それを精緻化する

Harsanyi, 1982）と、これを批判する論者たち

(Sen et William, 1982)との間での論争によりと

りわけ活性化している。契約の手続きとその効果

はしばしば、政治学の境界線に位置づけられる、

これらの論争の中心にある。Albert Hirschmanが、

こうした領域において特別な地位を占めているの

は、（経済学文献に関連するという制約の下でなさ

れながらも、経済学の枠組みをはみ出す論者たち

や素材への言及の広範なパレットの動員に基づい

た）その分析の精密さによってである。彼の研究

は個人的選好の変化の問題、個人的な財の消費の

移動、集合財の使用、コミットメントの経済の問

題について、極めてオリジナルな解明をもたらし

た(1982, 1984)51)。 
 かなり、最近のこの二つのタイプの理論的手法

が、（制度の考慮を目標とする）経済理論の発展（す

なわちゲーム理論と情報の経済）において、いつ

も通常動員されていることを指摘しておこう。 
 60年代において、経済学者たちがとりわけ、フ

ォン・ノイマンとモルゲンスターンの研究により

穿たれた断絶を、いかに緩和させようとしてきた

かを我々は知っている（競争市場の定義を再発見

することを可能とさせた限定つき条件に関心を向

けることで）。こうした文献が規則と制度を固有に

扱うことに役立ったのは極めて最近のことでしか

ないし、一連の繰り返しゲームの中でコンヴァン

シオンの漸進的登場を説明するためのモデル化を

提案したのはモルゲンスターンの弟子のSchotter 
(1981)に帰せられる。こうして制度は進化的なパ

ースペクティヴにおいて、「それなしには生き残る

ことができないような適応的手法」(id)として検討

されるのである 52)。 
 エージェント間での情報コミュニケーションへ

の注目はまた、新古典派的枠組みの中で扱われる

事物の領域を拡張させ、企業や労働契約のような

制度的構築物の説明に取りかかることを可能とさ

せた。しかしこうした拡張は問題を提起せずには

おかない。すなわち取引費用についてどのように

取りかかるか、また市場的財の購入として情報取

得をどのように取り扱うかのやり方についての疑

問である。 
 我々が熟知しているように「取引費用」の概念

は、企業のような制度が、取引の交渉にかかる費

用の存在に対応していることを示すために、コー

ス(Coase, 1937)によって提起された。通常、この

概念の使用は、「市場の失敗」を強調する批判を支

えるべき現象を、逆説的にも、市場的整合性に統

合することに役立つ。公共投資、ブランドとして

コード化されている形態（評判を凝縮している）、

所有権の配分をもたらす多くの「参入障壁」も同

様である（この点について、Eymard-Duvernay et 
Thévenot, 1983, Eymard-Duvernay, 1985a, 
1985bを参照）。 
 第二の、それ自体、市場的な情報の概念は、情

報探索が必要とする支出を考慮するサーチコスト

の理論にうまく合致する(Stigler, 1961)。しかしな

がら、完全な一般性を付与された、こうした新し

い希少資源の発見は、（一般的形態がないために財

が消失するときに市場を見舞う）根本的困難への

一時しのぎでしかないというリスクがある（通常、

これは「品質」によって示されるが、結局、財の

市場的特徴に関わる）53)。実質的合理性よりもむ

しろ、認知的手続きを強調するその配慮において、
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明変数」として扱われる）を、過去の「投資」に

由来する新しい種類の「資本」の一つの指標とし

て検討するように促すのである。 
 前節で我々が指摘したように、（資本の）こうし

た指標は、それが統計的な変数の中から選ばれて

いた以上、国家の形態である可能性は大いにある

のは明らかである。われわれは、これらの変数の

いくつか（学歴資格のような）は、持続的な慣行

的形態へと、また（我々がそれを提示したような、
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の形態から別の形態に移行するために必要な変容

コストもしくは移行不可能性を判断するのに貢献

するに違いない 49)。正当にも Albert Hirschman
が強調していたように、社会的アレンジメントの

多くは、ある程度まで、こうした平準化を防止す

ることに向けられているのだからなおさらである

(Hirschman 1982,p.20)。同等なものを作るための

資金がなければ、国家形態と同様、標準時間に依

拠する手続きに着手できない。（第 3 節で投資の

費用について、また第4節でテーラー的機械にお

ける収益について、我々が喚起させた）こうした

時間の形態は、家内的結合（もしくは人的資本の

理論が適用されると主張するような、感情や情熱

を刻印された結合）によって規定される状況にお

いては使用可能ではない。 
 古典派ないし新古典派経済学理論において制度

的事物の位置づけは、しばしば副次的である。と

いうのも規制や職能組合が、自然に反した特権を

生み出すと疑われてきたような世界を告発するた

めに、これらの理論が構築されてきたからである。

個人的利益への依拠のみによって刺激される市場

の機能は、国家介入の削減を想定し、政治や法律

に対する経済の自律性を構築することを可能とさ

せる。こうした枠組みにおいて国家に割り当てら

れる役割は古典的には外部からの社会の防衛であ

り、裁判と公共事業実現である。後者の二つの点

は、最も多くの発展を生み出しており、通常、市

場の中心的装置の良好な作用と関連づけられてい

る。すなわち裁判は、取引に必要な所有権を打ち

立て、保証しなければならない。また国家は不可

分な公共財を生産し、管理しなければならず、税

金や補助金により、外部性（市場の機能不全が生

み出すような）を補償しなければならない。補足

的に、またつねに同じ視点から、国家の過剰な発

展の非効率性について、官僚制の肥大の原因（独

占的地位の存在や圧力集団の影響、需要コントロ

ール、官僚や政治家による予算最大化の行為に帰

せられる）についての膨大な文献が存在する。こ

うした文献は我々の論点にとってほとんど役立た

ない。というのもそれは、極めてオーソドックス

な市場枠組みへと、こうした枠組みには場違いな

事物を縮減させるからであり、このことは慣行的

形態のより広範な範囲を検討することを妨げ、（こ

うした形態の確立をもたらす）手続きを研究する

ことを妨げるのである。 
 我々の観点から、より興味深いアプローチにお

いて、その他の著者たちが制度の製造を説明しよ

うとするのは、個人的利害のモデルの内部に止ま

ろうとすることによってである。この点において、

彼らはKarl Mengerの原則に依拠する。彼は、集

団的意志への依拠を全く排除することで、これら

の制度、とりわけ貨幣制度の起源と、一般利害へ

のその適応を説明することを提案した(1892)。最

もオーソドックスな内生化は所有権のそれであり、

これは古典派理論と法律との間の標準的な結節点

の希な一つである。こうして、所有権の定義の欠

如によって、外部性の通常の説明を補完するため

に、（こうした欠如の理由の問題をそのたままにし

ておく説明であるが）、特定の著者たちは経済分析

を、こうした特別な所有権の確立へと拡張させよ

うとし(“the cost of enforcing a property right”, 
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Demsetz, 1967)、もしくは国家一般の分析にまで

(Buchanan, 1975, Nozick, 1975)、さらには権利

と法律(Posner, 1980, 1981)の政治制度の歴史

(North and Thomas, 1973)にまで拡張させようと

した 50）。こうした運動は新古典派制度経済学とし

て描き出すことができた(Field, 1981)。こうした

文献はしばしば、（それが包括しようとする）広範

な現象に照らして、説明メカニズムに限界がある

ために、単純すぎる。こうしてNorth and Thomas
は、人口の進化（外生的変数）から、土地と労働

の相対価格によって、欧州経済史と政治制度との

進化の800年を説明しなければならなかったので

ある。それがどのようなものであろうと、経済学

と政治（倫理）哲学との間でのこうした戦線は、

アングロサクソン諸国で積極的であり（Rawls, 
1971 を巡る議論を想起しよう）、とりわけ功利主

義的伝統に属する論者たち（それを精緻化する

Harsanyi, 1982）と、これを批判する論者たち

(Sen et William, 1982)との間での論争によりと

りわけ活性化している。契約の手続きとその効果

はしばしば、政治学の境界線に位置づけられる、

これらの論争の中心にある。Albert Hirschmanが、

こうした領域において特別な地位を占めているの

は、（経済学文献に関連するという制約の下でなさ

れながらも、経済学の枠組みをはみ出す論者たち

や素材への言及の広範なパレットの動員に基づい

た）その分析の精密さによってである。彼の研究

は個人的選好の変化の問題、個人的な財の消費の

移動、集合財の使用、コミットメントの経済の問

題について、極めてオリジナルな解明をもたらし

た(1982, 1984)51)。 
 かなり、最近のこの二つのタイプの理論的手法

が、（制度の考慮を目標とする）経済理論の発展（す

なわちゲーム理論と情報の経済）において、いつ

も通常動員されていることを指摘しておこう。 
 60年代において、経済学者たちがとりわけ、フ

ォン・ノイマンとモルゲンスターンの研究により

穿たれた断絶を、いかに緩和させようとしてきた

かを我々は知っている（競争市場の定義を再発見

することを可能とさせた限定つき条件に関心を向

けることで）。こうした文献が規則と制度を固有に

扱うことに役立ったのは極めて最近のことでしか

ないし、一連の繰り返しゲームの中でコンヴァン

シオンの漸進的登場を説明するためのモデル化を

提案したのはモルゲンスターンの弟子のSchotter 
(1981)に帰せられる。こうして制度は進化的なパ

ースペクティヴにおいて、「それなしには生き残る

ことができないような適応的手法」(id)として検討

されるのである 52)。 
 エージェント間での情報コミュニケーションへ

の注目はまた、新古典派的枠組みの中で扱われる

事物の領域を拡張させ、企業や労働契約のような

制度的構築物の説明に取りかかることを可能とさ

せた。しかしこうした拡張は問題を提起せずには

おかない。すなわち取引費用についてどのように

取りかかるか、また市場的財の購入として情報取

得をどのように取り扱うかのやり方についての疑

問である。 
 我々が熟知しているように「取引費用」の概念

は、企業のような制度が、取引の交渉にかかる費

用の存在に対応していることを示すために、コー

ス(Coase, 1937)によって提起された。通常、この

概念の使用は、「市場の失敗」を強調する批判を支

えるべき現象を、逆説的にも、市場的整合性に統

合することに役立つ。公共投資、ブランドとして

コード化されている形態（評判を凝縮している）、

所有権の配分をもたらす多くの「参入障壁」も同

様である（この点について、Eymard-Duvernay et 
Thévenot, 1983, Eymard-Duvernay, 1985a, 
1985bを参照）。 
 第二の、それ自体、市場的な情報の概念は、情

報探索が必要とする支出を考慮するサーチコスト

の理論にうまく合致する(Stigler, 1961)。しかしな

がら、完全な一般性を付与された、こうした新し

い希少資源の発見は、（一般的形態がないために財

が消失するときに市場を見舞う）根本的困難への

一時しのぎでしかないというリスクがある（通常、

これは「品質」によって示されるが、結局、財の

市場的特徴に関わる）53)。実質的合理性よりもむ

しろ、認知的手続きを強調するその配慮において、

─ 117 ─

翻訳　形態への投資[下]



B５版 新様式 総合政策 第○巻第○号(201●) pp.1-20                                                                                
Journal of Policy Studies  

 

サイモンが示したように、過剰な情報よりも、む

しろ「注意」こそが、希少資源なのである(1978)。
状況の中で重要なものを選別するさいのこうした

能力は、前節で見たように、その他の入手可能な

資源とのその整合性を判断するために「情報形態」

の差別化を前提とする。市場のトラブルを克服す

ることを可能とさせる一般的な情報概念の限界は、

新たに、著者たちがこうした同等性を種別化させ、

一般的情報と種別的情報を区別だてするように促

されるときに、はっきりとする(Stiglitz, 1975)。ハ
イエク自身、完全に一般的な情報を保証するため

に価格の利点を強調しつつも、（より状況におかれ、

直接の資源と現場の人との親密性を前提とした）

補足的情報の重要性を強調していた(Hayek, 
1945, p.524)。 
 その実現がとりわけ問題含みとなるような市場、

すなわち労働市場（価格変動も見られず、新古典

派の枠組みに適合的な需給調節も見られなかった

ような）についてこそ、慣行的形態の考慮――本

稿で見てきたような手法に基づく――への、こう

した理論枠組みの拡張、ここ数年来もっとも積極

的なのであった。 
 「種別的資本」や「内部市場」、「賃金バーゲニ

ング」条件、「暗黙の契約」を概念化する極めて多

様なこうした精緻化の多くは、空間的で、時間的

な「厳格性」つまり我々が形態への投資の観点か

ら理解しようとしてきたことと関連しているので

ある。かくして「暗黙の契約」理論のモデルにお

いて（Baily,1974;Azariadis,1975）、不確実な環境

の時間的展望が、多様に脅威を受けたアクターた

ちに対して（自らの「リスク回避」に応じて）、長

期での「双務的コミットメント」を促すのであり、

従業員にとって、雇用と報酬の確保（こうした不

確実な環境にあまり依存しない）をもたらすので

ある。支払われる賃金と、雇用される個人の限界

生産性との間の格差（後者の方が前者よりも高い）

が、契約に関連した保証ボーナスとして分析され

る。企業のキャリアの戦略と、勤続年数に応じた

解雇手続き(Okun, 1981)とが、こうしたシステム

の機能にとって必要な枠組みとして一般的に考え

られている。もっともHolmströmは、過去の『契

約』の長期での最適化が内生的に、均質的な労働

者の内部での勤続年数の長い階層を作りだすとい

う考えを主張した(Holmström, 1981, p.309)。「人

的資本」と「暗黙の契約」の理論との連結が、勤

続年数と、解雇される可能性との間での負の相関

関係について一致しているのが観察されるであろ

う。しかしながら前者の場合、勤続年数は、人的

資本を評価するには間接的な変数であり、後者の

場合では、解雇手続きそのものが、すでに確立し

ていたと想定されており、その存在をテストしな

ければならないのである。こうした二つの間での

仮説を判断することができるのは、企業による形

態への投資と、その種別性についての、より直接

的な情報によってでしかない 54)。「暗黙的契約の

理論」の限界はコミットメントの構成と確立され

たコンヴァンシオン的形態の特徴付けに関する曖

昧さに由来し、本稿で我々はその重要さを指摘し

てきたところである。採用される逆説的な用語

（「暗黙の契約」）は、こうした曖昧さを反映して

いる。こうした潮流に属する研究は、コミットメ

ントの「フィージビリティ」に関心を向けること

でこうした弱点を補強しようとし、「評判」

(Holmström, 1981)や「シグナリング」(Spence, 
1973)の理論を精緻化させた。こうした理論は、か

なり持続的で一般的な形態への投資（時間的なコ

ミットメントの異なったタイプの間での接合を可

能とさせる）として分析することができるように

思われる。 
 労働市場についての「シグナリング」を概念化

することで、スペンスは、（市場でのその相対的希

少性のために）製品の品質についての買い手の側

の強い不確実性をもって取引が実現されなければ

ならないような市場を分析しようとする。製品

（労働者）についての、観察可能で、不変の特徴

（彼は「指標」と呼ぶ）、もしくは可変的な特徴（彼

は「シグナル」と呼ぶ）は、買い手（雇い主）に

対して、（製品があれこれの品質を有している）確

率を条件付ける指標として役立つ。したがってこ

うした概念化は、それまでの研究では無視されて
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おり、労働者のマーキングの現象（その費用（シ

グナリングコスト）と効果を考慮することで）を

理解するように促す 55)。こうした展望において、

教育はもはや、（人的資本論におけるような）能力

への投資としてではなく、このシグナリングを保

証する手段として検討される 56)。「スクリーニン

グ」(Akerlof, 1970)についての類似した展開もま

た、市場での財の同定の手続きの効果を考慮する。

こうして、またもや、学校教育について、スティ

グリッツは、スペンスの分析を精緻化させ、上述

のように、ベッカーへの反対と同様に、個人の特

徴についての「一般的情報」（幅広い雇用において

その生産性に作用する）と、「種別的情報」（特定

の企業において有効さを持つ特徴に関する）とを

区別するのである(Stiglitz, 1975, p.286)。同様に

彼は、こうしたメカニズムの集団的便益と個人的

便益とを区別しようとする 57)。 
 したがって、新古典派の枠組みへのこうした追

加 58)は、情報の経済学から、その配分における非

対称性の効果の研究から、さらに情報移転とその

取得の条件から、慣行により、もしくは繰り返し

ゲームにより、市場の限界を探求する傾向にある。

こうしてコーディングの問題が、たとえそれが、

制度的観点から検討されることがなくても 59）、こ

うした研究の中に存在しているのは当然のことな

のである。こうした研究は、今世紀初頭の制度的

経済学者（コモンズからヴェブレン、ミッチェル）

が法律と制度の効果に特別な注目をもたらすこと

で検討した対象を、別の観点から考慮するのであ

る。こうしてコモンズ(1934)は、企業内部におけ

る、行動規則、官僚制的手続きと規則の定義の果

たす役割を研究した。同様に、DunlopやKerrと
いった40年代及び50年代の新制度学派は、国家

による市場規制のメカニズム、産業関係における

コーポレーションや組合の役割を強調したのであ

る。60年代の二重構造論やラディカル派の研究は

こうした伝統に深く根材している。「第一部門」と

「第二部門」との区別についての最初の展開の中

で、Michael Pioreは、こうした区別を構成するの

に貢献する「制度的」形態を強調した。つまり雇

用主に対して、雇用者の年次申告に登録される従

業員数を最小化させるように、したがってアブセ

ンティズムとターンオーバー、変動を回避するよ

うに促す社会的なルールをとりわけ強調した

(Piore, 1968)。逆に彼は、この「部門」から排除さ

れた個人は、強く制度化された管理形態に適応す

るのに困難があることを観察している。すなわち

「労働者は、第一部門の制度的手続きの枠組みの

なかで、どのように行動するかを知らない。また

第一の雇用にアクセスするに至るとき、彼らは『パ

ーソナル化された様式』では、システムが彼らに

応ることができないとで邪魔され、また自らが『制

度化された様式』で、回答をすることができない

ことによって邪魔されるのである」 (Piore, 
1968)60)。 
 こうした「政治的」アプローチ（アメリカの政

治学の意味での）は、Suzanne Berger (1980)との

協力により一層補強された。同様に、Pioreが、ア

メリカとフランスの「職能関係の国民的システム」

について行った比較において(1982)、彼は、自動

車労働者連合とゼネラルモーターズとの間の

1948年に交渉された賃金の「インデクセーション

形式」のような調整手続きと、公権力の政策によ

り、また最低賃金 SMIC 制度により 50 年代にフ

ランスで制定されたインデクセーションとを比較

した(id., pp.26-27)。彼の近年の研究は、Charles 
Sabel の研究（日常的実践の内生的理論の枠組み

で理解される、賃労働者の様々なカテゴリの利害

の分析を発展させた）(Neuendorff et Sabel, 1978; 
Sabel, 1978; Sabel, 1982; Piore et Sabel, 1984)と
同様、かなり制度化された広範な資源（期待と制

度構造のタイプの間の接合を保証する）の機能を

示している。このために、こうした文献は我々の

プロジェクトにとって大きな関心の的である。同

様に、労働者の代表の制度により可能となる行為

の安定化とコーディネーションについての

Pizzornoの研究(1978)、より一般的に「社会的コ

ントロール」についての研究(1983)は、均一的な

アイデンティティの形成様式について、極めて興

味深い解明を行っている。 
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サイモンが示したように、過剰な情報よりも、む

しろ「注意」こそが、希少資源なのである(1978)。
状況の中で重要なものを選別するさいのこうした

能力は、前節で見たように、その他の入手可能な

資源とのその整合性を判断するために「情報形態」

の差別化を前提とする。市場のトラブルを克服す

ることを可能とさせる一般的な情報概念の限界は、

新たに、著者たちがこうした同等性を種別化させ、

一般的情報と種別的情報を区別だてするように促

されるときに、はっきりとする(Stiglitz, 1975)。ハ
イエク自身、完全に一般的な情報を保証するため

に価格の利点を強調しつつも、（より状況におかれ、

直接の資源と現場の人との親密性を前提とした）

補足的情報の重要性を強調していた(Hayek, 
1945, p.524)。 
 その実現がとりわけ問題含みとなるような市場、

すなわち労働市場（価格変動も見られず、新古典

派の枠組みに適合的な需給調節も見られなかった

ような）についてこそ、慣行的形態の考慮――本

稿で見てきたような手法に基づく――への、こう

した理論枠組みの拡張、ここ数年来もっとも積極

的なのであった。 
 「種別的資本」や「内部市場」、「賃金バーゲニ

ング」条件、「暗黙の契約」を概念化する極めて多

様なこうした精緻化の多くは、空間的で、時間的

な「厳格性」つまり我々が形態への投資の観点か

ら理解しようとしてきたことと関連しているので

ある。かくして「暗黙の契約」理論のモデルにお

いて（Baily,1974;Azariadis,1975）、不確実な環境

の時間的展望が、多様に脅威を受けたアクターた

ちに対して（自らの「リスク回避」に応じて）、長

期での「双務的コミットメント」を促すのであり、

従業員にとって、雇用と報酬の確保（こうした不

確実な環境にあまり依存しない）をもたらすので

ある。支払われる賃金と、雇用される個人の限界

生産性との間の格差（後者の方が前者よりも高い）

が、契約に関連した保証ボーナスとして分析され

る。企業のキャリアの戦略と、勤続年数に応じた

解雇手続き(Okun, 1981)とが、こうしたシステム

の機能にとって必要な枠組みとして一般的に考え

られている。もっともHolmströmは、過去の『契

約』の長期での最適化が内生的に、均質的な労働

者の内部での勤続年数の長い階層を作りだすとい

う考えを主張した(Holmström, 1981, p.309)。「人

的資本」と「暗黙の契約」の理論との連結が、勤

続年数と、解雇される可能性との間での負の相関

関係について一致しているのが観察されるであろ

う。しかしながら前者の場合、勤続年数は、人的

資本を評価するには間接的な変数であり、後者の

場合では、解雇手続きそのものが、すでに確立し

ていたと想定されており、その存在をテストしな

ければならないのである。こうした二つの間での

仮説を判断することができるのは、企業による形

態への投資と、その種別性についての、より直接

的な情報によってでしかない 54)。「暗黙的契約の

理論」の限界はコミットメントの構成と確立され

たコンヴァンシオン的形態の特徴付けに関する曖

昧さに由来し、本稿で我々はその重要さを指摘し

てきたところである。採用される逆説的な用語

（「暗黙の契約」）は、こうした曖昧さを反映して

いる。こうした潮流に属する研究は、コミットメ

ントの「フィージビリティ」に関心を向けること

でこうした弱点を補強しようとし、「評判」

(Holmström, 1981)や「シグナリング」(Spence, 
1973)の理論を精緻化させた。こうした理論は、か

なり持続的で一般的な形態への投資（時間的なコ

ミットメントの異なったタイプの間での接合を可

能とさせる）として分析することができるように

思われる。 
 労働市場についての「シグナリング」を概念化

することで、スペンスは、（市場でのその相対的希

少性のために）製品の品質についての買い手の側

の強い不確実性をもって取引が実現されなければ

ならないような市場を分析しようとする。製品

（労働者）についての、観察可能で、不変の特徴

（彼は「指標」と呼ぶ）、もしくは可変的な特徴（彼

は「シグナル」と呼ぶ）は、買い手（雇い主）に

対して、（製品があれこれの品質を有している）確

率を条件付ける指標として役立つ。したがってこ

うした概念化は、それまでの研究では無視されて
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おり、労働者のマーキングの現象（その費用（シ

グナリングコスト）と効果を考慮することで）を

理解するように促す 55)。こうした展望において、

教育はもはや、（人的資本論におけるような）能力

への投資としてではなく、このシグナリングを保

証する手段として検討される 56)。「スクリーニン

グ」(Akerlof, 1970)についての類似した展開もま

た、市場での財の同定の手続きの効果を考慮する。

こうして、またもや、学校教育について、スティ

グリッツは、スペンスの分析を精緻化させ、上述

のように、ベッカーへの反対と同様に、個人の特

徴についての「一般的情報」（幅広い雇用において

その生産性に作用する）と、「種別的情報」（特定

の企業において有効さを持つ特徴に関する）とを

区別するのである(Stiglitz, 1975, p.286)。同様に

彼は、こうしたメカニズムの集団的便益と個人的

便益とを区別しようとする 57)。 
 したがって、新古典派の枠組みへのこうした追

加 58)は、情報の経済学から、その配分における非

対称性の効果の研究から、さらに情報移転とその

取得の条件から、慣行により、もしくは繰り返し

ゲームにより、市場の限界を探求する傾向にある。

こうしてコーディングの問題が、たとえそれが、

制度的観点から検討されることがなくても 59）、こ

うした研究の中に存在しているのは当然のことな

のである。こうした研究は、今世紀初頭の制度的

経済学者（コモンズからヴェブレン、ミッチェル）

が法律と制度の効果に特別な注目をもたらすこと

で検討した対象を、別の観点から考慮するのであ

る。こうしてコモンズ(1934)は、企業内部におけ

る、行動規則、官僚制的手続きと規則の定義の果

たす役割を研究した。同様に、DunlopやKerrと
いった40年代及び50年代の新制度学派は、国家

による市場規制のメカニズム、産業関係における

コーポレーションや組合の役割を強調したのであ

る。60年代の二重構造論やラディカル派の研究は

こうした伝統に深く根材している。「第一部門」と

「第二部門」との区別についての最初の展開の中

で、Michael Pioreは、こうした区別を構成するの

に貢献する「制度的」形態を強調した。つまり雇

用主に対して、雇用者の年次申告に登録される従

業員数を最小化させるように、したがってアブセ

ンティズムとターンオーバー、変動を回避するよ

うに促す社会的なルールをとりわけ強調した

(Piore, 1968)。逆に彼は、この「部門」から排除さ

れた個人は、強く制度化された管理形態に適応す

るのに困難があることを観察している。すなわち

「労働者は、第一部門の制度的手続きの枠組みの

なかで、どのように行動するかを知らない。また

第一の雇用にアクセスするに至るとき、彼らは『パ

ーソナル化された様式』では、システムが彼らに

応ることができないとで邪魔され、また自らが『制

度化された様式』で、回答をすることができない

ことによって邪魔されるのである」 (Piore, 
1968)60)。 
 こうした「政治的」アプローチ（アメリカの政

治学の意味での）は、Suzanne Berger (1980)との

協力により一層補強された。同様に、Pioreが、ア

メリカとフランスの「職能関係の国民的システム」

について行った比較において(1982)、彼は、自動

車労働者連合とゼネラルモーターズとの間の

1948年に交渉された賃金の「インデクセーション

形式」のような調整手続きと、公権力の政策によ

り、また最低賃金 SMIC 制度により 50 年代にフ

ランスで制定されたインデクセーションとを比較

した(id., pp.26-27)。彼の近年の研究は、Charles 
Sabel の研究（日常的実践の内生的理論の枠組み

で理解される、賃労働者の様々なカテゴリの利害

の分析を発展させた）(Neuendorff et Sabel, 1978; 
Sabel, 1978; Sabel, 1982; Piore et Sabel, 1984)と
同様、かなり制度化された広範な資源（期待と制

度構造のタイプの間の接合を保証する）の機能を

示している。このために、こうした文献は我々の

プロジェクトにとって大きな関心の的である。同

様に、労働者の代表の制度により可能となる行為

の安定化とコーディネーションについての

Pizzornoの研究(1978)、より一般的に「社会的コ

ントロール」についての研究(1983)は、均一的な

アイデンティティの形成様式について、極めて興

味深い解明を行っている。 
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 （訳注：原文での、これに引き続く結論部分は、

本訳稿（上巻）に掲載済みである） 
 
【原注】 
1)本稿は、1983年の研究ノートを修正したバージ

ョンであり、それは同じ題名で、「種別的投資

と市場競争」と題された原稿と並んで、F. 
Eymard-Duvernay との共同研究の序説をなし、

1983年9月に、国立統計経済研究所 INSEEの

研究セミナーの中で、口頭報告されたものであ

る。とりわけ注で示したいくつかの追加の他に、

第9節（旧第2節）は、より明確な議論を展開

するべく修正され、第 10 節（旧 3 節）は補完

され、結論は展開された。より短いバージョン

のみが刊行されており（翻訳 Rules and 
implements, investment in forms, Thévenot, 
1984）、ここでオリジナルな文書に近いテキス

トを提示することが我々にとって望ましいと思

われた（全く異なっているその後のテキストに、

これらの最初のテキストにより引き起こされた

疑問への回答をもたらすことができる補足的な

発展を与えつつも）。ここで取り組まれたいくつ

かの点を巡る議論については、1984年11月の

INSEE-CNRS のセミナー報告書を参照するこ

とができる。とりわけ、J-J. Silvestreの報告と、

M. Mauriceの報告（「社会関係としての格付け」

La qualification comme rapport social）、セミ

ナー『コンヴァンシオン的形態と期待』、とりわ

け「財の格付け」La qualification des produits, 
Eymard-Duvernay, 1985)と、序説としてのテ

キスト「経済学とコンヴァンシオン的形態」

Economie et forms conventionnelles, 
Thévenot, 1985)を参照（注6も参照せよ）。 

2)本書、「経済学者とそのモデル」を参照せよ。 
3)事実の記録 enregistrement と解釈についての

こうした考察、さらに定式化の別のオペレーシ

ョンとのその関係についての考察は、Alain 
Desrosières(1977)により、また彼との共同研究

(Desrosières et Thévenot, 1979; Desrosières, 
Goy et Thévenot, 1983)で実施された統計的分

類とコード化についての研究に重なる。 
4)とりわけ科学的事実の構築における等値化につ

いての見事な分析は Bruno Latour と Michel 
Callonによる(Latour et Woolgar, 1979; Callon 
et Latour, 1981; Latour, 1983)。 

5)規定にかなった「形態」を尊重しなければなら

ないのは、それが「同意による」調書と「正式

の調書」とを区別しているからであり、それが

「効果」を、つまり他の事物との関係を保証す

るからである（形態が「合法的」であろうと「証

拠書類」、「資格付与」、「執行」であろうと）。効

率性の表現を保証する形式についても同様であ

り、認定に必要な形式、証拠を「確立する」の

に役立つ法的な「情報」についても同様である。 
6)一般的な形態の経済についての研究の最初の現

状確認のとりまとめ以来、我々の研究は、Luc 
Boltanski とともになされた。ここで提示され

た輪郭は、その協力関係から多くを引き出して

いる。ビジネスを行う人々により実施される手

続きについて、また共通の主張の構築について、

Boltanski がおこなった研究を利用することで

(Boltanski, 1984)、こうした研究の延長は、別

の投資様式、一般性の形態（元来、経済状況の

分析のために我々が構想していたパラメータ化

に関わるかなり大まかな特徴においてしか、こ

こでは登場しない）への別のアプローチへと分

析を拡張することにある。 
7)『現実の社会的構築』(Berger et Luckmann, 

1967)についての分析とエスノメソドロジーの

理論枠組み(Cicourel, 1964; Garfinkel, 1967)が
こうした構成の作業を解明した。「理解社会学」

のアプローチの批判的分析については Pharo 
(1985a)を参照。本書における Zerubavel の論

文への国立標準局 National Bureau of 
Standards の I. Bartky の回答は、科学技術社

会学的なこうした告発により引き起こされた論

争の激しさを説明している。Zerubavel のテー

ゼとは逆にBartkyは、時間システムの採用は、

「おそらく地理学
、、、

に根付いており」、「人々は明

らかに、自然
、、

に近い時間システムを望んでいる」
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と考えている(傍点、筆者)。 
8)国際的統一の作業は、既に構築されている形態

と接合されたコード化された形態の確立につい

ての多くの事例を提供してくれる。国際標準の

本初子午線を選ぶための最初の会議(1884年)の
さいに、またその決定は、米国との外交関係の

ある国々のネットワークであったが、米国と英

国の代表団は「国際的本初子午線としてのグリ

ニッジ子午線の選択は、既に使用されているシ

ステムにそれほどの修正をもたらさないこと、

逆に新しい子午線の選択は無用な混乱と費用、

不便を付け加えることでしかないと強調した」

(Zerubavel, 1982)。フランス代表団は、より広

範な「大義」の名の下に、つまり子午線の中立

性の必要の名の下に、既に現実的となっている

投資と関連した経済に基づいたこうした現実的

議論について、空しくも反対した。 
9)こうした選択肢は、BSNとYoplaitという二つ

の企業のそれぞれの戦略により説明される。最

初の企業は、食品生産のために、子会社のコン

トロールの必要性により正当化される現地への

投資に基づいた国際化戦略を有する。逆に後者

の企業は、急速な拡張を可能とさせるフランチ

ャイズのより柔軟な定式を実践する（1982年に

50カ国）(Jedlicki, 1982, p. 574)。 
10)企業とのコミュニケーションの「共通言語とし

て」、職業安定所ANPEにより確立される職業

分類は、すでに、一般的な価値のある分類全体

(INSEE, CEREQ, ONISEP)の中でも、国家の

変数から極めて隔絶した特異な特徴（身体的特

徴のような）に明示的に準拠した分類である。 
11)インタビューした職業安定所 ANPE の現場の

管理職が展開した主題である(Faguer, 1982, 
pp.25-26)。すなわち「（大企業は）極めて組織だ

った、したがって多くの積極的な応募の的とな

る採用部門を有し、就職斡旋部門を有している。

中小企業では、一般的に、人事部門は、極めて

少人数で、まったく存在しないこともある。5人

ないし 10 人程度の従業員数の雇用主は、人事

部を持たない。雇用主自身が人事部長なのだ。

彼が同時の多くのポストをこなしている。小規

模雇用主や小企業には、日刊紙を通じて求人広

告をするよりも、求人票を送る。我々としては、

彼らの代わりに選抜してあげる。彼らは時間を

節約することになる」。 
12)こうして個人的な関係による求人割合は事業

所の規模と共に顕著に減少する(Benarroch et 
Epinasse, 1982)。単純労働者OSの採用につい

ては、二つの主要な採用方法が観察され、一つ

は上述のように職業安定所により定式化されて

いる。もう一つは、被雇用者もしくは雇用主の

関係による。この二つの方法のそれぞれの使用

は、ルールと管理の定式化の度合いにおける差

異から（したがって企業の規模からも）生じる。

極端なケースは、特別なプロフィールに、完全

に適した労働者を採用できたと期待している小

企業の事例であり、これは、その特性が、この

特別なプロフィールを要請する生産のための契

約（しばしば下請け契約）に取り組むためにで

ある。（この二つの指摘は、雇用提供調査から、

Daniel Rault によりなされた観察による）。上

述の定式化された使用の他に、大企業は、しば

しば、このチェーンの特徴にもかかわらず、パ

ーソナライズされた採用方法を保持している。

というのも、こうした企業は職業安定所との個

人的な接触のための職員を有しているからであ

る。職業安定所としても、この重要なクライア

ントに対して同様に有用なのである。こうして

電気産業の米国の多国籍企業のフランスの子会

社の責任者は以下のように語っている。「私たち

は、幸運にも、E という職業安定所で、極めて

有能な係員を得ている。この人は定期的に私た

ちに会いに来てくれ、この会社の問題を熟知し

ている」(Faguer, 1982, p.27)。 
13)「我々の誰もが思い起こすであろうが、自らの

経験で、こうした考え方が、自分の学校時代に

良い結果を持って適用されていたということで

ある(中略)。普通の生徒は、もし宿題を与えられ

る代わりに、自分ができることだけをするよう

に告げられていたならば、その生徒は勉強に遅
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 （訳注：原文での、これに引き続く結論部分は、

本訳稿（上巻）に掲載済みである） 
 
【原注】 
1)本稿は、1983年の研究ノートを修正したバージ

ョンであり、それは同じ題名で、「種別的投資

と市場競争」と題された原稿と並んで、F. 
Eymard-Duvernay との共同研究の序説をなし、

1983年9月に、国立統計経済研究所 INSEEの

研究セミナーの中で、口頭報告されたものであ

る。とりわけ注で示したいくつかの追加の他に、

第9節（旧第2節）は、より明確な議論を展開

するべく修正され、第 10 節（旧 3 節）は補完

され、結論は展開された。より短いバージョン

のみが刊行されており（翻訳 Rules and 
implements, investment in forms, Thévenot, 
1984）、ここでオリジナルな文書に近いテキス

トを提示することが我々にとって望ましいと思

われた（全く異なっているその後のテキストに、

これらの最初のテキストにより引き起こされた

疑問への回答をもたらすことができる補足的な

発展を与えつつも）。ここで取り組まれたいくつ

かの点を巡る議論については、1984年11月の

INSEE-CNRS のセミナー報告書を参照するこ

とができる。とりわけ、J-J. Silvestreの報告と、

M. Mauriceの報告（「社会関係としての格付け」

La qualification comme rapport social）、セミ

ナー『コンヴァンシオン的形態と期待』、とりわ

け「財の格付け」La qualification des produits, 
Eymard-Duvernay, 1985)と、序説としてのテ

キスト「経済学とコンヴァンシオン的形態」

Economie et forms conventionnelles, 
Thévenot, 1985)を参照（注6も参照せよ）。 

2)本書、「経済学者とそのモデル」を参照せよ。 
3)事実の記録 enregistrement と解釈についての

こうした考察、さらに定式化の別のオペレーシ

ョンとのその関係についての考察は、Alain 
Desrosières(1977)により、また彼との共同研究

(Desrosières et Thévenot, 1979; Desrosières, 
Goy et Thévenot, 1983)で実施された統計的分

類とコード化についての研究に重なる。 
4)とりわけ科学的事実の構築における等値化につ

いての見事な分析は Bruno Latour と Michel 
Callonによる(Latour et Woolgar, 1979; Callon 
et Latour, 1981; Latour, 1983)。 

5)規定にかなった「形態」を尊重しなければなら

ないのは、それが「同意による」調書と「正式

の調書」とを区別しているからであり、それが

「効果」を、つまり他の事物との関係を保証す

るからである（形態が「合法的」であろうと「証

拠書類」、「資格付与」、「執行」であろうと）。効

率性の表現を保証する形式についても同様であ

り、認定に必要な形式、証拠を「確立する」の

に役立つ法的な「情報」についても同様である。 
6)一般的な形態の経済についての研究の最初の現

状確認のとりまとめ以来、我々の研究は、Luc 
Boltanski とともになされた。ここで提示され

た輪郭は、その協力関係から多くを引き出して

いる。ビジネスを行う人々により実施される手

続きについて、また共通の主張の構築について、

Boltanski がおこなった研究を利用することで

(Boltanski, 1984)、こうした研究の延長は、別

の投資様式、一般性の形態（元来、経済状況の

分析のために我々が構想していたパラメータ化

に関わるかなり大まかな特徴においてしか、こ

こでは登場しない）への別のアプローチへと分

析を拡張することにある。 
7)『現実の社会的構築』(Berger et Luckmann, 

1967)についての分析とエスノメソドロジーの

理論枠組み(Cicourel, 1964; Garfinkel, 1967)が
こうした構成の作業を解明した。「理解社会学」

のアプローチの批判的分析については Pharo 
(1985a)を参照。本書における Zerubavel の論

文への国立標準局 National Bureau of 
Standards の I. Bartky の回答は、科学技術社

会学的なこうした告発により引き起こされた論

争の激しさを説明している。Zerubavel のテー

ゼとは逆にBartkyは、時間システムの採用は、

「おそらく地理学
、、、

に根付いており」、「人々は明

らかに、自然
、、

に近い時間システムを望んでいる」
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と考えている(傍点、筆者)。 
8)国際的統一の作業は、既に構築されている形態

と接合されたコード化された形態の確立につい

ての多くの事例を提供してくれる。国際標準の

本初子午線を選ぶための最初の会議(1884年)の
さいに、またその決定は、米国との外交関係の

ある国々のネットワークであったが、米国と英

国の代表団は「国際的本初子午線としてのグリ

ニッジ子午線の選択は、既に使用されているシ

ステムにそれほどの修正をもたらさないこと、

逆に新しい子午線の選択は無用な混乱と費用、

不便を付け加えることでしかないと強調した」

(Zerubavel, 1982)。フランス代表団は、より広

範な「大義」の名の下に、つまり子午線の中立

性の必要の名の下に、既に現実的となっている

投資と関連した経済に基づいたこうした現実的

議論について、空しくも反対した。 
9)こうした選択肢は、BSNとYoplaitという二つ

の企業のそれぞれの戦略により説明される。最

初の企業は、食品生産のために、子会社のコン

トロールの必要性により正当化される現地への

投資に基づいた国際化戦略を有する。逆に後者

の企業は、急速な拡張を可能とさせるフランチ

ャイズのより柔軟な定式を実践する（1982年に

50カ国）(Jedlicki, 1982, p. 574)。 
10)企業とのコミュニケーションの「共通言語とし

て」、職業安定所ANPEにより確立される職業

分類は、すでに、一般的な価値のある分類全体

(INSEE, CEREQ, ONISEP)の中でも、国家の

変数から極めて隔絶した特異な特徴（身体的特

徴のような）に明示的に準拠した分類である。 
11)インタビューした職業安定所 ANPE の現場の

管理職が展開した主題である(Faguer, 1982, 
pp.25-26)。すなわち「（大企業は）極めて組織だ

った、したがって多くの積極的な応募の的とな

る採用部門を有し、就職斡旋部門を有している。

中小企業では、一般的に、人事部門は、極めて

少人数で、まったく存在しないこともある。5人

ないし 10 人程度の従業員数の雇用主は、人事

部を持たない。雇用主自身が人事部長なのだ。

彼が同時の多くのポストをこなしている。小規

模雇用主や小企業には、日刊紙を通じて求人広

告をするよりも、求人票を送る。我々としては、

彼らの代わりに選抜してあげる。彼らは時間を

節約することになる」。 
12)こうして個人的な関係による求人割合は事業

所の規模と共に顕著に減少する(Benarroch et 
Epinasse, 1982)。単純労働者OSの採用につい

ては、二つの主要な採用方法が観察され、一つ

は上述のように職業安定所により定式化されて

いる。もう一つは、被雇用者もしくは雇用主の

関係による。この二つの方法のそれぞれの使用

は、ルールと管理の定式化の度合いにおける差

異から（したがって企業の規模からも）生じる。

極端なケースは、特別なプロフィールに、完全

に適した労働者を採用できたと期待している小

企業の事例であり、これは、その特性が、この

特別なプロフィールを要請する生産のための契

約（しばしば下請け契約）に取り組むためにで

ある。（この二つの指摘は、雇用提供調査から、

Daniel Rault によりなされた観察による）。上

述の定式化された使用の他に、大企業は、しば

しば、このチェーンの特徴にもかかわらず、パ

ーソナライズされた採用方法を保持している。

というのも、こうした企業は職業安定所との個

人的な接触のための職員を有しているからであ

る。職業安定所としても、この重要なクライア

ントに対して同様に有用なのである。こうして

電気産業の米国の多国籍企業のフランスの子会

社の責任者は以下のように語っている。「私たち

は、幸運にも、E という職業安定所で、極めて

有能な係員を得ている。この人は定期的に私た

ちに会いに来てくれ、この会社の問題を熟知し

ている」(Faguer, 1982, p.27)。 
13)「我々の誰もが思い起こすであろうが、自らの

経験で、こうした考え方が、自分の学校時代に

良い結果を持って適用されていたということで

ある(中略)。普通の生徒は、もし宿題を与えられ

る代わりに、自分ができることだけをするよう

に告げられていたならば、その生徒は勉強に遅

─ 121 ─

翻訳　形態への投資[下]



B５版 新様式 総合政策 第○巻第○号(201●) pp.1-20                                                                                
Journal of Policy Studies  

 

れることであろう」。我々は、今日完全に当然視

されているこうした形態の耐久時間が観察され

るであろう。我々は、課業という考え方が、雇

用分類における課業の記述について、自明とな

っているかのように語るほどである。 
14)フランスにおけるテーラー主義の導入につい

て最近の研究レビューについては、Boyer 
(1983)を参照せよ。 

15)「労働組合の代表者が国家との間で確立した堅

固な結合のおかげで、彼らはその組織を拡大す

るために必要な条件を獲得したが、職業的労働

者と同時に、大企業とに対してこれを調節する

ために、こうした組織の形態を修正する必要も

なかった。加盟数が急増したが、それは、代表

者たちがその組合員を規律すること、ストライ

キを防止することを受け容れるという条件にお

いてである。組合員の不満にもかかわらず何ら

かに利点を見いだせるように、組合指導者たち

は、賃金決定政府委員会において、また団体交

渉において、自らのトップ会談での地位を後に

強化させた」(Stark, 1980, p.109)。同じ時期に

おけるフランスにおけるテーラー主義の確立と

の比較についてはルノーに関する Patrick 
Fridesnson の著作 (1984)と、Cahiers du 
movement social:1914-1918. L’autre front, 
no.2を参照せよ。 

16)Stark は Montgomery の著作(1976)を引き継

いで、熟練労働者の集団における、異なった「コ

ントロールレベル」を指摘する。これらのレベ

ルは、上述の形態の客観化の妥当性の広さと度

合いの相異と重複している。「最初のコントロー

ルレベルは、地方レベルでのインフォーマル
、、、、、、、

な

組織化を通じて達成されていた」（傍点、筆者）。

Montgomery が強調するように、「相互主義的

倫理コード」は生産割当や、上司や同僚との関

係についての指導ルールを含んでいた。組合員

である熟練労働者の特定のグループは職業の中

にこうしたルールを拡張し、確認していた。「今

世紀の最後の 10 年ほどには、職工の倫理コー

ドの規定は、工員組合が「規則 legislation」と

呼ぶ組合規則の精緻化と強化において、工員コ

ントロールの高度の形態を発展させていた。こ

うした仕事ルールは、異なった地方における同

じ工員の中での労働者グループの間でのコネク

ションを通じて作り上げられた、第二のコント

ロールレベルの確立を示している。「最終的に、

組合制度は、こうしたルールを定式化させ、一

般化させるのを助けた。第三のコントロールレ

ベルが登場したのは、異なった労働組合のメン

バーを巻き込んだ同情ストライキがこうした仕

事ルールを補強しようとし、もしくは組合の承

認を勝ち取ろうとする試みを支えるために導か

れた。熟練工はこうして、地域と産業を貫いて、

重要なコネクションを作り上げていたのである」

(Stark, 1980, p.99)。 
17)「君の自由時間は君自身のものだ。(中略)なす

べき仕事があるときには、彼らは、君にそれを

行うことを期待するが、さもなければ彼らは君

を一人に放っておく」と、インタビューした一

人の労働者が語る（Gouldner, 1954, p.47）。同

様に、立派な部屋が、事故のために（自宅で事

故を起こしたとしても）苦しむ労働者の雇用に

向けた「インフォーマルな」私的な空間として

役立つ。しかも、自宅での療養よりも高い給与

が支払われるのである。さらに同じく、企業の

所有物と従業員の私的所有物は、この事業所に

おける「隠れ作業」の通常の実践の重要性が示

しているように、それほど明確には定義されて

いない。 
18)この問題については、経営学研究センターのよ

り最近の、極めて興味深い研究を引用しなけれ

ばならない。この研究は、（「不可視のテクノロ

ジー」に属すると考えられる）組織で使用され

る経営管理手法を扱っている(Berry, 1983)。テ

ーラー的管理手法と課業の再編の措置との間の

緊張については、とりわけMidler (1981, 1985)
を参照。 

19)逆に、彼が研究した企業の中で、Crozier は、

「原料にかかる均質性の欠如と可変性」が、予

測不可能な重大な効果（機械の停止）を有する

B５版 新様式 総合政策 第○巻第○号(201●) pp.1-20                                                                                
Journal of Policy Studies  

 

ことを観察する(Crozier, 1963, p.130)。「各個人

の権力は、その行為の予測不可能性と、共通目

標の実施のための重要な不確実性の起源に対し

て彼がもたらすコントロールとに依存する」(id. 
P.10)という、著者の提案にしたがって、我々は

以下のように言うことができる。つまり企業モ

デルの定式化された法則の限界の表現としての

可変性は、これらの可変的な出来事の解釈と安

定性、このモデルとのその接合を可能とさせる

ためには、よりパーソナライズされた種別的形

態の使用を要求する。したがって可変性は、こ

れらの種別的投資と、（その中で、その妥当性が

構築されていた）職業集団（この場合、調整工

legleurs）に重みを与えている。 
20)「人件費の削減は常に、設備の売り手により利

用される議論である。つまり新しい機械は雇用

を削減し、未熟練労働者に依拠することを可能

とさせる（したがって、より安価な賃金を支払

い、教育養成費用を負担しないことを可能とさ

せる）。観察された企業において、状況はそれほ

ど単純ではない。つまりある雇用は削減される

が、別の雇用が創出される。格下げされていな

ければならなかったポストは、その分類を維持

されている。つまり新しく創出されたポストの

ための教育訓練費用がかかるのである」

(Dubois, Durand, 1983)。 
21)7 つの大量生産企業における労働組織の詳細

な研究の中でDurandが指摘するのは、メソッ

ドサービスのない二つの企業は「生産全体が情

報化され、自動化されており、最も経験的な組

織を有しているような企業であり」(Durand, 
1978, p.19)、つまり最も一般的な形態をとる企

業であり、種別的形態には投資せず、いかなる

種類の定式化も行っていない企業である。 
22)さらに我々は、社会職業分類におけるこうした

区別を考慮しようとしたのは、「予測的管理」と

「通常の管理」の間の対立（『訓練雇用』誌RFE
の研究の中で検証されていた）にしたがっての

ことである(Simula, 1983)。 
23)「相互に排他的な一連の発言として議論が起こ

る。ある人が、ある特定の日時に集まろうとい

う提案をする。このことは、別のもう一つの発

言に続き、後者の発言はこの提案を支持するよ

うに思われ、これを称賛するが、実際には、礼

儀正しい文言の背後に、別の日を指定するとい

う反対を含んでいる。議論はないし、文言が矛

盾していることを理解するのは極めて困難であ

る。さらに、そのときにはいかなる決定もなさ

れていないように思われる。しかしながら、も

し多くの人々が、別の日よりも、ある日につい

て発言するならば、誰もが、これが正しい日で

あることを知っている。しかしながら、その主

題は曖昧なままで、選ばれた日は、より影響力

ある人によって提案された日であることが理解

される。このようにして、これらの矛盾は、異

なった個人の間での権力戦略におけるテストで

あるかもしれない。しばしば、参加者にとって、

それが起こるのは何日であるのかはっきりしな

い。そうであれば、指摘された最初の日にある

一方の支持者たちは集まり始めるであろう。も

し彼らが少数であれば、彼らはすぐに消え去る。

逆に、もし彼らが多数であれば、彼らは、迷っ

ている人々の参加も得て、すべてのことが雪だ

るま式に増える。それは、別の日を提案する人

でさえ、究極的にそれに巻き込まれるほどであ

る」(Bloch, 1971, pp.50-51)。 
24)我々が第5節で見てきたように、資本主義の倫 
 理(1967)や、官僚制、様々なタイプの合理性

(1971)についてのウェーバーの分析が広範に組

織の社会学に影響を与えたとすれば、彼の経済

史に関する研究が経済人類学の基礎にあり、ポ

ランニーの著作の中で延長されている。ポラン

ニーはとりわけウェーバーに対して、その『大

転換』の第5章の中心にある議論を負っている

(1983, pp.87-101)。それによれば競争市場は共

同体の外部にあり、慣習的結合から切断された

人を想定し、商業と、（市場を規制する）制度と

の間の差異を解明しようとする (Polanyi, 
Arensberg, Pearson, 1971)。 モースの『贈与論』

(1950)（Arensbergは同所の100ページで彼に
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れることであろう」。我々は、今日完全に当然視

されているこうした形態の耐久時間が観察され

るであろう。我々は、課業という考え方が、雇

用分類における課業の記述について、自明とな

っているかのように語るほどである。 
14)フランスにおけるテーラー主義の導入につい

て最近の研究レビューについては、Boyer 
(1983)を参照せよ。 

15)「労働組合の代表者が国家との間で確立した堅

固な結合のおかげで、彼らはその組織を拡大す

るために必要な条件を獲得したが、職業的労働

者と同時に、大企業とに対してこれを調節する

ために、こうした組織の形態を修正する必要も

なかった。加盟数が急増したが、それは、代表

者たちがその組合員を規律すること、ストライ

キを防止することを受け容れるという条件にお

いてである。組合員の不満にもかかわらず何ら

かに利点を見いだせるように、組合指導者たち

は、賃金決定政府委員会において、また団体交

渉において、自らのトップ会談での地位を後に

強化させた」(Stark, 1980, p.109)。同じ時期に

おけるフランスにおけるテーラー主義の確立と

の比較についてはルノーに関する Patrick 
Fridesnson の著作 (1984)と、Cahiers du 
movement social:1914-1918. L’autre front, 
no.2を参照せよ。 

16)Stark は Montgomery の著作(1976)を引き継

いで、熟練労働者の集団における、異なった「コ

ントロールレベル」を指摘する。これらのレベ

ルは、上述の形態の客観化の妥当性の広さと度

合いの相異と重複している。「最初のコントロー

ルレベルは、地方レベルでのインフォーマル
、、、、、、、

な

組織化を通じて達成されていた」（傍点、筆者）。

Montgomery が強調するように、「相互主義的

倫理コード」は生産割当や、上司や同僚との関

係についての指導ルールを含んでいた。組合員

である熟練労働者の特定のグループは職業の中

にこうしたルールを拡張し、確認していた。「今

世紀の最後の 10 年ほどには、職工の倫理コー

ドの規定は、工員組合が「規則 legislation」と

呼ぶ組合規則の精緻化と強化において、工員コ

ントロールの高度の形態を発展させていた。こ

うした仕事ルールは、異なった地方における同

じ工員の中での労働者グループの間でのコネク

ションを通じて作り上げられた、第二のコント

ロールレベルの確立を示している。「最終的に、

組合制度は、こうしたルールを定式化させ、一

般化させるのを助けた。第三のコントロールレ

ベルが登場したのは、異なった労働組合のメン

バーを巻き込んだ同情ストライキがこうした仕

事ルールを補強しようとし、もしくは組合の承

認を勝ち取ろうとする試みを支えるために導か

れた。熟練工はこうして、地域と産業を貫いて、

重要なコネクションを作り上げていたのである」

(Stark, 1980, p.99)。 
17)「君の自由時間は君自身のものだ。(中略)なす

べき仕事があるときには、彼らは、君にそれを

行うことを期待するが、さもなければ彼らは君

を一人に放っておく」と、インタビューした一

人の労働者が語る（Gouldner, 1954, p.47）。同

様に、立派な部屋が、事故のために（自宅で事

故を起こしたとしても）苦しむ労働者の雇用に

向けた「インフォーマルな」私的な空間として

役立つ。しかも、自宅での療養よりも高い給与

が支払われるのである。さらに同じく、企業の

所有物と従業員の私的所有物は、この事業所に

おける「隠れ作業」の通常の実践の重要性が示

しているように、それほど明確には定義されて

いない。 
18)この問題については、経営学研究センターのよ

り最近の、極めて興味深い研究を引用しなけれ

ばならない。この研究は、（「不可視のテクノロ

ジー」に属すると考えられる）組織で使用され

る経営管理手法を扱っている(Berry, 1983)。テ

ーラー的管理手法と課業の再編の措置との間の

緊張については、とりわけMidler (1981, 1985)
を参照。 

19)逆に、彼が研究した企業の中で、Crozier は、

「原料にかかる均質性の欠如と可変性」が、予

測不可能な重大な効果（機械の停止）を有する
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ことを観察する(Crozier, 1963, p.130)。「各個人

の権力は、その行為の予測不可能性と、共通目

標の実施のための重要な不確実性の起源に対し

て彼がもたらすコントロールとに依存する」(id. 
P.10)という、著者の提案にしたがって、我々は

以下のように言うことができる。つまり企業モ

デルの定式化された法則の限界の表現としての

可変性は、これらの可変的な出来事の解釈と安

定性、このモデルとのその接合を可能とさせる

ためには、よりパーソナライズされた種別的形

態の使用を要求する。したがって可変性は、こ

れらの種別的投資と、（その中で、その妥当性が

構築されていた）職業集団（この場合、調整工

legleurs）に重みを与えている。 
20)「人件費の削減は常に、設備の売り手により利

用される議論である。つまり新しい機械は雇用

を削減し、未熟練労働者に依拠することを可能

とさせる（したがって、より安価な賃金を支払

い、教育養成費用を負担しないことを可能とさ

せる）。観察された企業において、状況はそれほ

ど単純ではない。つまりある雇用は削減される

が、別の雇用が創出される。格下げされていな

ければならなかったポストは、その分類を維持

されている。つまり新しく創出されたポストの

ための教育訓練費用がかかるのである」

(Dubois, Durand, 1983)。 
21)7 つの大量生産企業における労働組織の詳細

な研究の中でDurandが指摘するのは、メソッ

ドサービスのない二つの企業は「生産全体が情

報化され、自動化されており、最も経験的な組

織を有しているような企業であり」(Durand, 
1978, p.19)、つまり最も一般的な形態をとる企

業であり、種別的形態には投資せず、いかなる

種類の定式化も行っていない企業である。 
22)さらに我々は、社会職業分類におけるこうした

区別を考慮しようとしたのは、「予測的管理」と

「通常の管理」の間の対立（『訓練雇用』誌RFE
の研究の中で検証されていた）にしたがっての

ことである(Simula, 1983)。 
23)「相互に排他的な一連の発言として議論が起こ

る。ある人が、ある特定の日時に集まろうとい

う提案をする。このことは、別のもう一つの発

言に続き、後者の発言はこの提案を支持するよ

うに思われ、これを称賛するが、実際には、礼

儀正しい文言の背後に、別の日を指定するとい

う反対を含んでいる。議論はないし、文言が矛

盾していることを理解するのは極めて困難であ

る。さらに、そのときにはいかなる決定もなさ

れていないように思われる。しかしながら、も

し多くの人々が、別の日よりも、ある日につい

て発言するならば、誰もが、これが正しい日で

あることを知っている。しかしながら、その主

題は曖昧なままで、選ばれた日は、より影響力

ある人によって提案された日であることが理解

される。このようにして、これらの矛盾は、異

なった個人の間での権力戦略におけるテストで

あるかもしれない。しばしば、参加者にとって、

それが起こるのは何日であるのかはっきりしな

い。そうであれば、指摘された最初の日にある

一方の支持者たちは集まり始めるであろう。も

し彼らが少数であれば、彼らはすぐに消え去る。

逆に、もし彼らが多数であれば、彼らは、迷っ

ている人々の参加も得て、すべてのことが雪だ

るま式に増える。それは、別の日を提案する人

でさえ、究極的にそれに巻き込まれるほどであ

る」(Bloch, 1971, pp.50-51)。 
24)我々が第5節で見てきたように、資本主義の倫 
 理(1967)や、官僚制、様々なタイプの合理性

(1971)についてのウェーバーの分析が広範に組

織の社会学に影響を与えたとすれば、彼の経済

史に関する研究が経済人類学の基礎にあり、ポ

ランニーの著作の中で延長されている。ポラン

ニーはとりわけウェーバーに対して、その『大

転換』の第5章の中心にある議論を負っている

(1983, pp.87-101)。それによれば競争市場は共

同体の外部にあり、慣習的結合から切断された

人を想定し、商業と、（市場を規制する）制度と

の間の差異を解明しようとする (Polanyi, 
Arensberg, Pearson, 1971)。 モースの『贈与論』

(1950)（Arensbergは同所の100ページで彼に
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言及している）が、（功利主義の経済的関係と断

絶し、「社会的なモノ」へと（デュルケームの教

えに適合的に）これを関連づける）分析の根拠

をなしている。モースはこの観点から、売り手

に密接に関連した製品の販売が必要とする切断

操作を記述する。「ヴォージュ渓谷において、購

入された家畜は、その古い主人を忘却し、「自分

の家」へ戻ろうとしないようにさせるために、

家畜小屋の門の柵に十字の印をつけ、売り手の

手綱をしまって、手で塩を与えた。そのほかの

多くのフランスの慣習が、売り手から売られる

モノを切断しなければならないことを示してい

る。たとえば、売られるモノをたたくとか、売

られる羊をむち打つとかのように」。(Mauss, 
1950, p.259)。 

25)Pierre Rivardは、（企業における要員の品質を

評価するこうした複数のやり方を考慮する）労

働力の価値増殖の複数のモデルを提案する

(1984; 1985)。 
26)とりわけ「中央貨幣」および「均質的貨幣」、

「私的貨幣」に関する分析を参照。すなわち「機

械的枠組みにおいては貨幣は、あるかないかで

ある。逆に我々にとっては、貨幣は常に生成し

つつある。貨幣は、多様な拡張段階――質的に

異なった登場形態がそれに対応している――を

経験することができる社会化過程なのである

(Aglietta et Orléan, 1982, p.82)。 
27)「インフレは、中央当局が、（債務者となった

支配層の）戦略を支えようとする状況に対応し

ている。中央当局は、赤字のいっそうの貨幣化

によって、また債権者と債務者の間で以前に確

立されていた裁量の変容によって、これを行う

のである。この場合、債権者のエージェントた

ちは困難な状況に置かれる。彼らは貨幣の上で

の受取額は上昇するが、その経済権力、したが

って生産活動への彼らの影響力は減少する。じ

っさい、取引を A(j)-U(i)とする。このばあい債

権者 j が、債権 U(i)の購入を通じてその金銭的

獲得能力を使用することであろう。生産センタ

ーへの権利 i は、中央集権的な関係の構造 i/X/j

そのものにより禁じられる。貨幣的仲介は、す

でに見たように、債権者と債務者とを切断する

ことを目的としている。こうして、いかなる制

度的手続きも、検討されている取引を実現させ

ることができない。まさにこうした特質こそが、

集中化の規制的利点を根拠づけているのである」

(Orléan, 1982, p.98)。 
28)Jean-François Germe (1985)は、同業組合の廃

止後、また見習い訓練の衰退の後で、さらに、

職業格付けを認定する一般的学歴資格の以前に、

どのようにして労働登録簿がこれらの中間的な

形態の一つであったかを示している。 
29)1973 年と 1979 年の間での学歴資格の価値下

落については Affichard (1981)を参照せよ。学

歴資格の分類の進展と、認定手続きの分析（以

下の我々の観察が負っている）については、同

じ著者(1985)を参照せよ。 
30)印刷部門の FAFOP において、「労働者の参加

は企業ごとではなく、職種ごとである。再転換

の問題が甚だしく、資金の資源全体がそこに割

り振られている。その額は完全に相互化されて

おり、職能団体ごとの委員会がその負担の優先

順位を定義し、企業の間の均衡は考慮しない。

指導者はたいてい、職能団体のそれである」

(Mehaurt et al. 1982, p.85)。 
31)Ginsbourger et Potel (1984)も参照せよ。 
32)それは、確立したこうしたルールよりも種別的

であり、「記述されていないローカルな実践であ

り、それは、その反復的性格のために、慣習的

な法的規則として考えられなければならない」

(Morel, 1977)。その職場の領域で職工長により

確立された、書かれざる、こうした慣習は、彼

により設定された生産ノルムと引き替えとした

残業手当が示すように、企業の指導層により発

効されるルールと矛盾することも起こる。指導

部はこうした慣習を知らないこともあり得る

(Bonafe-Schmitt, 1982)。その統一の作業にお

ける組合の代表者が、慣習の工場全体への拡張

を要求して、こうした矛盾を登場させるリスク

もある。 
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33)主張の拡張における脱特異化の作業の分析に

ついては、Luc Boltanski (1984)の研究を参照せ

よ。 
34)「企業での交渉レベルでは、団体協約により、

法人の働き手全体を平等の基準にする統一的地

位が定義される。事業所の交渉レベルでは、欧

州共同体の適用のための、もしくは生産単位に

種別的な点を扱うための、合意があり得る。工

場もしくは研究所の交渉レベル、共に生活する

レベルでは、日常生活について、とりわけ労働

条件について毎日、交渉が行われる」Jobert et 
Rozenblatt, 1983, p.190) 

35)「なるほど、組合の観点からは企業の協約は特

定の目標を達成したが、我々の観点からはこれ

は危険である。それはいくつかの種別的な点に

ついて、我々のようなメゾンの従業員を退却さ

せる傾向にある。（中略）組合活動家としては、

もしS氏がこれをお払い箱にしたいと望むなら

ば、彼は翌日にはそうする。法的には彼はそれ

をすることができないとしても、そうするやり

方がいくつもある」。この、かつての CFDT の

代議員の意見は、より若い活動家のそれと比較

されるべきである。「企業の協約はすべての人に

配分されるが、部門の協約はそうではない。（中

略）最も大きな問題は、企業レベルの協約であ

る」。「部門の団体協約のための全国行動を我々

は行ったが、それを信じてはいなかった。部門

の団体協約については、組合組織は、それほど

信用してはいないが、それについてはよく

話し合っているのだけれども」(Jobert et 
Rozenblatt, 1983, pp.195-196)。 

36)「情報システムの考え方」に関する新しい手法

については、Poulain (1984)を参照。これらの手

法と、「コンピュータによる全国会計の定式化」

の適用の研究については、Kramarz (1985)を参

照。 
37)社会的地位を製造し、これを承認させるのに貢

献する特徴のコード化と脱コード化の様式につ

いてはBoltanski et Thévenot (1983)を参照。 
38)本号所収のMichael Piore et Charle Sabelの

論文を参照。さらにS. Brusco (1982)の研究も

参照、フランスでは、相互協同組合における地

方の産業ネットワークと地方制度（技術的、職

能団体的、経営者団体的）の役割についてはM.-
F. Raveyre et J. Saglio (1984)を参照。 

39)この点については Jammeaud (1983)を参照。

Eric Verdier は「分権的妥協」の分析を提案し

ている。これには、近年の法的措置と雇用政策

とが備えることができる。彼は、産業リストラ

の条件にこれを関連させている(1984)。 
40)マルクス主義的枠組みへの準拠はしばしば、国

家概念を具現化するように促すが、それは国家

を積極的なエージェント、もしくはある意図に

適応した道具とすることによってである。しか

しそれは、我々にとってより豊かな立場のよう

に思われることを犠牲にする。すなわち、（我々

が国家と同一視する）等価物を「作り出す」、ま

た人々にとってのリソースとして役立つ形態の

構築である。我々にとっては、これらの形態の

特徴とそれに由来する効果とを検討することが

必要であるように思われる。それは「国家」と

「私的領域」との間の根本的対立や、「規範」と

「大衆」という概念の広範な使用に基づいた意

味論的同一視、「中心」と「周辺」との間の、ま

た「セグメント」の間の区別という、メタファ

ー的な使用に満足することではない。こうした

使用はしばしば、研究者の、かなり平凡な概念

的カテゴリを、企業により製造され、国家によ

り確立されたコード化や規制へと、制御不可能

なほどに混合してしまうのである。これらの形

態の特徴のこうした分析は、（確立の長い作業の

帰結を結晶化させ、多様に格付けされた特徴を

均質化させる）統計的変数の不可欠な使用によ

りいっそう困難にさせられる。1930年代の失業

と労働者の雇用との間の関係に関する Robert 
Salais の研究(1983)や、賃金関係の形態に関す

る Benedicte Reynaud-Cressent の研究

(1985a,b)は、（統計的変数と、結果として、それ

ぞれの間で評価される経済的関係とが依拠して

いる）形態の構築の社会的操作の考慮のこうし
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言及している）が、（功利主義の経済的関係と断

絶し、「社会的なモノ」へと（デュルケームの教

えに適合的に）これを関連づける）分析の根拠

をなしている。モースはこの観点から、売り手

に密接に関連した製品の販売が必要とする切断

操作を記述する。「ヴォージュ渓谷において、購

入された家畜は、その古い主人を忘却し、「自分

の家」へ戻ろうとしないようにさせるために、

家畜小屋の門の柵に十字の印をつけ、売り手の

手綱をしまって、手で塩を与えた。そのほかの

多くのフランスの慣習が、売り手から売られる

モノを切断しなければならないことを示してい

る。たとえば、売られるモノをたたくとか、売

られる羊をむち打つとかのように」。(Mauss, 
1950, p.259)。 

25)Pierre Rivardは、（企業における要員の品質を

評価するこうした複数のやり方を考慮する）労

働力の価値増殖の複数のモデルを提案する

(1984; 1985)。 
26)とりわけ「中央貨幣」および「均質的貨幣」、

「私的貨幣」に関する分析を参照。すなわち「機

械的枠組みにおいては貨幣は、あるかないかで

ある。逆に我々にとっては、貨幣は常に生成し

つつある。貨幣は、多様な拡張段階――質的に

異なった登場形態がそれに対応している――を

経験することができる社会化過程なのである

(Aglietta et Orléan, 1982, p.82)。 
27)「インフレは、中央当局が、（債務者となった

支配層の）戦略を支えようとする状況に対応し

ている。中央当局は、赤字のいっそうの貨幣化

によって、また債権者と債務者の間で以前に確

立されていた裁量の変容によって、これを行う

のである。この場合、債権者のエージェントた

ちは困難な状況に置かれる。彼らは貨幣の上で

の受取額は上昇するが、その経済権力、したが

って生産活動への彼らの影響力は減少する。じ

っさい、取引を A(j)-U(i)とする。このばあい債

権者 j が、債権 U(i)の購入を通じてその金銭的

獲得能力を使用することであろう。生産センタ

ーへの権利 i は、中央集権的な関係の構造 i/X/j

そのものにより禁じられる。貨幣的仲介は、す

でに見たように、債権者と債務者とを切断する

ことを目的としている。こうして、いかなる制

度的手続きも、検討されている取引を実現させ

ることができない。まさにこうした特質こそが、

集中化の規制的利点を根拠づけているのである」

(Orléan, 1982, p.98)。 
28)Jean-François Germe (1985)は、同業組合の廃

止後、また見習い訓練の衰退の後で、さらに、

職業格付けを認定する一般的学歴資格の以前に、

どのようにして労働登録簿がこれらの中間的な

形態の一つであったかを示している。 
29)1973 年と 1979 年の間での学歴資格の価値下

落については Affichard (1981)を参照せよ。学

歴資格の分類の進展と、認定手続きの分析（以

下の我々の観察が負っている）については、同

じ著者(1985)を参照せよ。 
30)印刷部門の FAFOP において、「労働者の参加

は企業ごとではなく、職種ごとである。再転換

の問題が甚だしく、資金の資源全体がそこに割

り振られている。その額は完全に相互化されて

おり、職能団体ごとの委員会がその負担の優先

順位を定義し、企業の間の均衡は考慮しない。

指導者はたいてい、職能団体のそれである」

(Mehaurt et al. 1982, p.85)。 
31)Ginsbourger et Potel (1984)も参照せよ。 
32)それは、確立したこうしたルールよりも種別的

であり、「記述されていないローカルな実践であ

り、それは、その反復的性格のために、慣習的

な法的規則として考えられなければならない」

(Morel, 1977)。その職場の領域で職工長により

確立された、書かれざる、こうした慣習は、彼

により設定された生産ノルムと引き替えとした

残業手当が示すように、企業の指導層により発

効されるルールと矛盾することも起こる。指導

部はこうした慣習を知らないこともあり得る

(Bonafe-Schmitt, 1982)。その統一の作業にお

ける組合の代表者が、慣習の工場全体への拡張

を要求して、こうした矛盾を登場させるリスク

もある。 
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33)主張の拡張における脱特異化の作業の分析に

ついては、Luc Boltanski (1984)の研究を参照せ

よ。 
34)「企業での交渉レベルでは、団体協約により、

法人の働き手全体を平等の基準にする統一的地

位が定義される。事業所の交渉レベルでは、欧

州共同体の適用のための、もしくは生産単位に

種別的な点を扱うための、合意があり得る。工

場もしくは研究所の交渉レベル、共に生活する

レベルでは、日常生活について、とりわけ労働

条件について毎日、交渉が行われる」Jobert et 
Rozenblatt, 1983, p.190) 

35)「なるほど、組合の観点からは企業の協約は特

定の目標を達成したが、我々の観点からはこれ

は危険である。それはいくつかの種別的な点に

ついて、我々のようなメゾンの従業員を退却さ

せる傾向にある。（中略）組合活動家としては、

もしS氏がこれをお払い箱にしたいと望むなら

ば、彼は翌日にはそうする。法的には彼はそれ

をすることができないとしても、そうするやり

方がいくつもある」。この、かつての CFDT の

代議員の意見は、より若い活動家のそれと比較

されるべきである。「企業の協約はすべての人に

配分されるが、部門の協約はそうではない。（中

略）最も大きな問題は、企業レベルの協約であ

る」。「部門の団体協約のための全国行動を我々

は行ったが、それを信じてはいなかった。部門

の団体協約については、組合組織は、それほど

信用してはいないが、それについてはよく

話し合っているのだけれども」(Jobert et 
Rozenblatt, 1983, pp.195-196)。 

36)「情報システムの考え方」に関する新しい手法

については、Poulain (1984)を参照。これらの手

法と、「コンピュータによる全国会計の定式化」

の適用の研究については、Kramarz (1985)を参

照。 
37)社会的地位を製造し、これを承認させるのに貢

献する特徴のコード化と脱コード化の様式につ

いてはBoltanski et Thévenot (1983)を参照。 
38)本号所収のMichael Piore et Charle Sabelの

論文を参照。さらにS. Brusco (1982)の研究も

参照、フランスでは、相互協同組合における地

方の産業ネットワークと地方制度（技術的、職

能団体的、経営者団体的）の役割についてはM.-
F. Raveyre et J. Saglio (1984)を参照。 

39)この点については Jammeaud (1983)を参照。

Eric Verdier は「分権的妥協」の分析を提案し

ている。これには、近年の法的措置と雇用政策

とが備えることができる。彼は、産業リストラ

の条件にこれを関連させている(1984)。 
40)マルクス主義的枠組みへの準拠はしばしば、国

家概念を具現化するように促すが、それは国家

を積極的なエージェント、もしくはある意図に

適応した道具とすることによってである。しか

しそれは、我々にとってより豊かな立場のよう

に思われることを犠牲にする。すなわち、（我々

が国家と同一視する）等価物を「作り出す」、ま

た人々にとってのリソースとして役立つ形態の

構築である。我々にとっては、これらの形態の

特徴とそれに由来する効果とを検討することが

必要であるように思われる。それは「国家」と

「私的領域」との間の根本的対立や、「規範」と

「大衆」という概念の広範な使用に基づいた意

味論的同一視、「中心」と「周辺」との間の、ま

た「セグメント」の間の区別という、メタファ

ー的な使用に満足することではない。こうした

使用はしばしば、研究者の、かなり平凡な概念

的カテゴリを、企業により製造され、国家によ

り確立されたコード化や規制へと、制御不可能

なほどに混合してしまうのである。これらの形

態の特徴のこうした分析は、（確立の長い作業の

帰結を結晶化させ、多様に格付けされた特徴を

均質化させる）統計的変数の不可欠な使用によ

りいっそう困難にさせられる。1930年代の失業

と労働者の雇用との間の関係に関する Robert 
Salais の研究(1983)や、賃金関係の形態に関す

る Benedicte Reynaud-Cressent の研究

(1985a,b)は、（統計的変数と、結果として、それ

ぞれの間で評価される経済的関係とが依拠して

いる）形態の構築の社会的操作の考慮のこうし
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た要請に従っているのである。 
41)B. Guibert (1985)は、正当にも我々に対して、

「一般的な形態に関連したレトリックとプラグ

マティック」を発展させるように提案した。彼

が「価値の変容」の代数学的な定式化を提案し

たことはよく知られている。 
42)本稿の第 2 節に対応するパラグラフの大部分

は後の原稿(Thévenot, 1983a, b)に展開されて

いる。我々は、ここでは主要な議論に集中する。 
43)D. Merllieの最近の研究(1980)を参照。それは

学生の社会的出自についての統計における社会

職業的カテゴリの実施条件についてのきわめて

完全な分析を行っている。 
44)「精神的な負荷 charge mentale」として人間

工学者が描くことは、しばしば、同一状況で存

在する、多様な性質の慣行的な形態の間での必

要な調節に由来している。コード化の実践的な

作業についても同様であり、その精神的な負荷

(Pinsky, 1980)は根本的に、我々が要約的に提示

してきた二つのタイプに属する諸形態の二つの

承認モデルの間での緊張に由来すると、我々に

は思われるのである。こうして質問票の国家の

変数（地位、格付け、雇用可能性、活動部門）

は、安定した基準と国民的妥当性のクロス集計

（コンピュータと両立可能な）を引き起こす。

逆に、個人への質問票の連結は特定の項目にお

ける個人的なシグナリングの入手可能性（とり

わけオープンクエスチョン）、「手作業での」集

計、つまり個人的な介入を前提する集計、これ

らは整合的な解釈モデル（そこでは「例えば」

という例示によって等価性が構築される）の実

施を促す。これを研究することが出来るように、

実験的なゲーム（「ポーカーゲーム」Boltanski 
et Thévenot, 1983）の中で、構築されたのは、

こうした緊張なのである。新しい社会職業分類

の構築と提示において、我々は、これらのオペ

レーショナルなモデルの間での妥協を促そうと

したのである（特殊な形態を巡る項目の構築に

ついては Desrosières, Goy et Thévenot, 1983
を参照）。 

45)フランスにおいて、Alain Desrosières が企図

した、統計的手法と社会学との共同的発展の間

での関係の歴史において、彼は統計的等価性の

形態の、一般性（と客観性）の原則（デュルケ

ーム的社会学を下支えする）の適合をはっきり

と登場させようとした。こうして彼が示すよう

に、Simiandは制度の効果を全く無視しつつも、

統計的な記載の文書がこの点で、彼の研究にと

って「準備され」、「有用である」ことに感銘を

受け、こうした調和のなかに、「集合的な物」の

「有効な客観性」の証拠を見るのである

(Desrosières, 1985a, p.303)。Cheyssonもまた

こうした調和の実現条件を表明し、「統計は、法

的機構により与えられる事実のすべてを正

確に調査し、法方法論的に分類した時に、自

らの義務を果たした」、と記述するのである

（Desrosières, 1985bからの引用）。形態の承認

のこうしたモデルに対立するのが、Le Play が

発展させ、Cheysson がこれに対置していたモ

ノグラフィーのモデルである。このモデルは「タ

イプ」による例示と、対象とのパーソナルな関

係を前提とする（「都市のブルジョワ的な青年は、

労働者と打ち解けたおしゃべりをすることがで

き、彼らの内面において彼らを研究することが

できる」）、家族を中心とした社会的結合の家内

的な構築と整合的な関係を前提としているので

ある。統計的客観化と社会学的客観化との比較

については、Heran (1984)も参照せよ。 
46)事物とその形態との間のこうした混同が批判

された。しかしながら、我々の研究の続行は、

後に見るように、（こうした能力に完全に依拠し

た）事物（もしくは人）の分析を導くことで、

こうした混同を強化させさえしたのである。 
47)Bruno LatourとMichel Callonの構成(Latour, 

1983, Callon, 1985)は、人とモノに対して同一

の能力を付与することで、見事な例外をなして

いる。 
48)以前の注24で言及したように、モースからポ

ランニーに至る系譜に明示的に位置づけられる

Louis Dumontの試みが、我々の研究にとって
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とりわけ興味深いのは、それが社会的全体性

（『大転換』のフランス語版への自らの序説にお

いて、彼が採用するタームをそのまま使えば

(Polanyi, 1983, p.XVI)、「一般的等価物」）の構

築の様式を考慮しているからである。彼は、彼

の先行者たちよりもより詳細で、より対照的な、

二つのモデル、ふたつの「イデオロギー」、すな

わち「全体論」と「個人主義」の描写を提案す

る。Albert Hirschmanの著作、とりわけ、「退

出」（市場による）と「発言」（市民的抵抗）と

の可能性の間でのその対立(1970)、もしくは、

利害という観念の歴史(1977)は、既存の研究に

対して大きなオリジナリティを示しており、

人々の政治的表明の様々な様式を相対化させな

がらも併置させる。彼は、どちらかと言えば経

済学の枠組みに位置づけられ、Dumontはデュ

ルケームの枠組みを優先させる。 
49)種別的資本という概念によって、特定の改善が

定式化にもたらされた。こうした考え方を発展

については、またその限界については、

Eyamard-Duvernay et Thévenot (1983)を参照

せよ。 
50)インセンチブ理論は、情報の失敗を埋め合わせ、

とりわけ個人的選好についての計画者の情報の

失敗を埋め合わせることを可能とさせるルール

や制度を説明するためのものである(Green et 
Laffont, 1979)。 

51)コミットメントの役割は、ケースバイケースで

の意思決定に対立した、ルールの効率性につい

てのマクロ経済学的文献において、より古典的

に検討されている（ルールvs熟議、Kydland et 
Prescott, 1977）。こうした文献は貨幣政策や工

業規格の規制に関する中央政府の措置の機会を

検討し、国家の役割について対立した視点によ

り両極端をなしている。 
52)ゲーム理論の使用についてはPonssard (1980)
を参照せよ。 

53)この点についてはEymard-Duvernay (1985a)
を参照。André Orléan (1985)はAkerlof (1970)
により指摘された低級な財の市場の衰退の事例

について言及している（そこに論理水準の間で

の混同を見ることで）。 
54)雇用者数を永続的に削減させている大企業の

場合において、解雇される従業員の年功序列制

のほかに、Cornfield (1982)は、企業により支出

される職業研修期間と、その種別性（企業の機

械のメンテナンスにかなり特化した方向付け）

を考慮することができた。こうして彼は、あま

り種別的でない職業研修期間を受けた従業員が、

種別的な職業研修期間を受けた従業員よりも、

より多く、解雇により企業を去っていることを

示した(p.361)。他方で、この企業において慣行

となっている年功序列「契約」の多く（企業を

自主退職する、より勤続年数の多い従業員に対

して、より高いボーナスが優先的に与えられる）

は、勤続年数の長さと、離職可能性との正の相

関をもたらすのであるが、こうした契約は様々

な理論的仮説の妥当性をはっきりと区別し、暗

黙契約仮説と内部市場仮説を支持し、人的資本

仮説を排除するのである。 
55)こうした効果は、シグナリングコストが生産性

と負の相関をしていることを示している

(Spence, 1973, p.358)。 
56)Spence は男女間での永続的な賃金格差がシグ

ナリングの効果に由来しているという事例を描

き出す（これらの二つの集団の間で生産性や同

一であるとしても）(ibid, pp.368-373)。 
57)Stiglitzは、自らが提示する事例によって、ス

クリーニングが生産性上昇をもたらすが、従業

員の間での不平等を増大させると結論付ける。 
58)こうした文献については Garnier (1985)を参

照せよ。 
59)かくしてAlchian et Demsetz (1972)は、企業

の機能において、「権威的監視」の形態に言及す

ることを拒絶することで、労働の質の向上につ

いてよりも、むしろその測定とモニタリングの

措置の手法に固有な効率性を強調することを提

案した。 
60)これらのテーマについての見事な精緻化につ

いて、またより一般的に、市場による調整との
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た要請に従っているのである。 
41)B. Guibert (1985)は、正当にも我々に対して、

「一般的な形態に関連したレトリックとプラグ

マティック」を発展させるように提案した。彼

が「価値の変容」の代数学的な定式化を提案し

たことはよく知られている。 
42)本稿の第 2 節に対応するパラグラフの大部分

は後の原稿(Thévenot, 1983a, b)に展開されて

いる。我々は、ここでは主要な議論に集中する。 
43)D. Merllieの最近の研究(1980)を参照。それは

学生の社会的出自についての統計における社会

職業的カテゴリの実施条件についてのきわめて

完全な分析を行っている。 
44)「精神的な負荷 charge mentale」として人間

工学者が描くことは、しばしば、同一状況で存

在する、多様な性質の慣行的な形態の間での必

要な調節に由来している。コード化の実践的な

作業についても同様であり、その精神的な負荷

(Pinsky, 1980)は根本的に、我々が要約的に提示

してきた二つのタイプに属する諸形態の二つの

承認モデルの間での緊張に由来すると、我々に

は思われるのである。こうして質問票の国家の

変数（地位、格付け、雇用可能性、活動部門）

は、安定した基準と国民的妥当性のクロス集計

（コンピュータと両立可能な）を引き起こす。

逆に、個人への質問票の連結は特定の項目にお

ける個人的なシグナリングの入手可能性（とり

わけオープンクエスチョン）、「手作業での」集

計、つまり個人的な介入を前提する集計、これ

らは整合的な解釈モデル（そこでは「例えば」

という例示によって等価性が構築される）の実

施を促す。これを研究することが出来るように、

実験的なゲーム（「ポーカーゲーム」Boltanski 
et Thévenot, 1983）の中で、構築されたのは、

こうした緊張なのである。新しい社会職業分類

の構築と提示において、我々は、これらのオペ

レーショナルなモデルの間での妥協を促そうと

したのである（特殊な形態を巡る項目の構築に

ついては Desrosières, Goy et Thévenot, 1983
を参照）。 

45)フランスにおいて、Alain Desrosières が企図

した、統計的手法と社会学との共同的発展の間

での関係の歴史において、彼は統計的等価性の

形態の、一般性（と客観性）の原則（デュルケ

ーム的社会学を下支えする）の適合をはっきり

と登場させようとした。こうして彼が示すよう

に、Simiandは制度の効果を全く無視しつつも、

統計的な記載の文書がこの点で、彼の研究にと

って「準備され」、「有用である」ことに感銘を

受け、こうした調和のなかに、「集合的な物」の

「有効な客観性」の証拠を見るのである

(Desrosières, 1985a, p.303)。Cheyssonもまた

こうした調和の実現条件を表明し、「統計は、法

的機構により与えられる事実のすべてを正

確に調査し、法方法論的に分類した時に、自

らの義務を果たした」、と記述するのである

（Desrosières, 1985bからの引用）。形態の承認

のこうしたモデルに対立するのが、Le Play が

発展させ、Cheysson がこれに対置していたモ

ノグラフィーのモデルである。このモデルは「タ

イプ」による例示と、対象とのパーソナルな関

係を前提とする（「都市のブルジョワ的な青年は、

労働者と打ち解けたおしゃべりをすることがで

き、彼らの内面において彼らを研究することが

できる」）、家族を中心とした社会的結合の家内

的な構築と整合的な関係を前提としているので

ある。統計的客観化と社会学的客観化との比較

については、Heran (1984)も参照せよ。 
46)事物とその形態との間のこうした混同が批判

された。しかしながら、我々の研究の続行は、

後に見るように、（こうした能力に完全に依拠し

た）事物（もしくは人）の分析を導くことで、

こうした混同を強化させさえしたのである。 
47)Bruno LatourとMichel Callonの構成(Latour, 

1983, Callon, 1985)は、人とモノに対して同一

の能力を付与することで、見事な例外をなして

いる。 
48)以前の注24で言及したように、モースからポ

ランニーに至る系譜に明示的に位置づけられる

Louis Dumontの試みが、我々の研究にとって
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とりわけ興味深いのは、それが社会的全体性

（『大転換』のフランス語版への自らの序説にお

いて、彼が採用するタームをそのまま使えば

(Polanyi, 1983, p.XVI)、「一般的等価物」）の構

築の様式を考慮しているからである。彼は、彼

の先行者たちよりもより詳細で、より対照的な、

二つのモデル、ふたつの「イデオロギー」、すな

わち「全体論」と「個人主義」の描写を提案す

る。Albert Hirschmanの著作、とりわけ、「退

出」（市場による）と「発言」（市民的抵抗）と

の可能性の間でのその対立(1970)、もしくは、

利害という観念の歴史(1977)は、既存の研究に

対して大きなオリジナリティを示しており、

人々の政治的表明の様々な様式を相対化させな

がらも併置させる。彼は、どちらかと言えば経

済学の枠組みに位置づけられ、Dumontはデュ

ルケームの枠組みを優先させる。 
49)種別的資本という概念によって、特定の改善が

定式化にもたらされた。こうした考え方を発展

については、またその限界については、

Eyamard-Duvernay et Thévenot (1983)を参照

せよ。 
50)インセンチブ理論は、情報の失敗を埋め合わせ、

とりわけ個人的選好についての計画者の情報の

失敗を埋め合わせることを可能とさせるルール

や制度を説明するためのものである(Green et 
Laffont, 1979)。 

51)コミットメントの役割は、ケースバイケースで

の意思決定に対立した、ルールの効率性につい

てのマクロ経済学的文献において、より古典的

に検討されている（ルールvs熟議、Kydland et 
Prescott, 1977）。こうした文献は貨幣政策や工

業規格の規制に関する中央政府の措置の機会を

検討し、国家の役割について対立した視点によ

り両極端をなしている。 
52)ゲーム理論の使用についてはPonssard (1980)
を参照せよ。 

53)この点についてはEymard-Duvernay (1985a)
を参照。André Orléan (1985)はAkerlof (1970)
により指摘された低級な財の市場の衰退の事例

について言及している（そこに論理水準の間で

の混同を見ることで）。 
54)雇用者数を永続的に削減させている大企業の

場合において、解雇される従業員の年功序列制

のほかに、Cornfield (1982)は、企業により支出

される職業研修期間と、その種別性（企業の機

械のメンテナンスにかなり特化した方向付け）

を考慮することができた。こうして彼は、あま

り種別的でない職業研修期間を受けた従業員が、

種別的な職業研修期間を受けた従業員よりも、

より多く、解雇により企業を去っていることを

示した(p.361)。他方で、この企業において慣行

となっている年功序列「契約」の多く（企業を

自主退職する、より勤続年数の多い従業員に対

して、より高いボーナスが優先的に与えられる）

は、勤続年数の長さと、離職可能性との正の相

関をもたらすのであるが、こうした契約は様々

な理論的仮説の妥当性をはっきりと区別し、暗

黙契約仮説と内部市場仮説を支持し、人的資本

仮説を排除するのである。 
55)こうした効果は、シグナリングコストが生産性

と負の相関をしていることを示している

(Spence, 1973, p.358)。 
56)Spence は男女間での永続的な賃金格差がシグ

ナリングの効果に由来しているという事例を描

き出す（これらの二つの集団の間で生産性や同

一であるとしても）(ibid, pp.368-373)。 
57)Stiglitzは、自らが提示する事例によって、ス

クリーニングが生産性上昇をもたらすが、従業

員の間での不平等を増大させると結論付ける。 
58)こうした文献については Garnier (1985)を参

照せよ。 
59)かくしてAlchian et Demsetz (1972)は、企業

の機能において、「権威的監視」の形態に言及す

ることを拒絶することで、労働の質の向上につ

いてよりも、むしろその測定とモニタリングの

措置の手法に固有な効率性を強調することを提

案した。 
60)これらのテーマについての見事な精緻化につ

いて、またより一般的に、市場による調整との
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根本的な相違の分析については Favereau 
(1982)を参照せよ。 
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（参考文献は膨大な数に上る。関心を持たれる読

者は、著者によりインターネット上で公開されて

い る 原 文 そ の も の を 参 照 さ れ た い 。

http://gspm.ehess.fr/docannexe.php?id=556） 
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